
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人神戸大学（法人番号5140005004060）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

本学における役員報酬支給基準は、非常勤役員手当及び通勤手当から構成されている。
非常勤役員手当については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、勤務形態を考慮し、

年額（2,208,000円）又は月額（184,000円）又は日額（46,000円）としている。

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬の妥当性を検証するにあたり、国家公務
員（事務次官年間報酬額 23,235千円)、職員数が当該法人（職員数約4,200人）と同規模である民間
法人を参考とした。

当法人の役員報酬への業績反映については、賞与においてその者の職務実績に応じ、これを増
額し、又は減額することができることとしている。

本学における役員報酬支給基準は、俸給月額、賞与、地域手当、通勤手当及び単身赴任手当か
ら構成されている。

月額については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、俸給（1,110,000円）に地域手当
（133,200円）を加算して算出している。

賞与についても、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、賞与基礎額（俸給月額＋地域手
当＋(（俸給月額＋地域手当）×100分の20）＋（俸給月額×100分の25））に6月に支給する場合にお
いては100分の170、12月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠し、賞与の支給割合を年間3.30月分から3.40
月分に引き上げた。

本学における役員報酬支給基準は、俸給月額、賞与、地域手当、通勤手当及び単身赴任手当か
ら構成されている。

月額については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、俸給（636,000円～898,000円）に
地域手当（76,320円～107,760円）を加算して算出している。

賞与についても、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、賞与基礎額（俸給月額＋地域手
当＋(（俸給月額＋地域手当）×100分の20）＋（俸給月額×100分の25））に6月に支給する場合にお
いては100分の170、12月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠し、賞与の支給割合を年間3.30月分から3.40
月分に引き上げた。

  ②令和5年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和5年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

1



監事

監事（非常勤）

本学における役員報酬支給基準は、俸給月額、賞与、地域手当、通勤手当及び単身赴任手当か
ら構成されている。

月額については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、俸給（518,000円～708,000円）に
地域手当（62,160円～84,960円）を加算して算出している。

賞与についても、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、賞与基礎額（俸給月額＋地域手
当＋(（俸給月額＋地域手当）×100分の20）＋（俸給月額×100分の25））に6月に支給する場合にお
いては100分の170、12月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和5年度では、給与法指定職の改定に準拠し、賞与の支給割合を年間3.30月分から3.40
月分に引き上げた。

本学における役員報酬支給基準は、非常勤役員手当及び通勤手当から構成されている。
非常勤役員手当については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程に則り、勤務形態を考慮し、

年額（1,776,000円）又は月額（148,000円）又は日額（37,000円）としている。
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２ 役員の報酬等の支給状況

令和5年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,934 13,320 6,015 1,598
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

17,125 10,776 4,866
1,293

189
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,085 10,776 4,866
1,293

149
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,986 10,776 4,866
1,293

50
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,935 10,776 4,866 1,293 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

16,064 9,878 4,866
1,185

134
（地域手当）
（通勤手当） 2月15日

千円 千円 千円 千円

14,212 8,496 3,837
1,019

211
648

（地域手当）
（通勤手当）

（単身赴任手当）

3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

2,208 2,208

千円 千円 千円 千円

2,208 2,208
（ ）

千円 千円 千円 千円

13,437 8,496 3,837
1,019

85
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

1,887 1,776 111 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

E理事

F理事

A監事

B監事
（非常勤）

H理事
（非常勤）

前職

G理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

C理事

D理事

法人の長

A理事

B理事
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

神戸大学は、世界のトップクラスの研究機関、教育機関並びに卓越した社会貢献、大学経営を目
指す約4,200人の職員及び約17,100人の学生等が所属する大規模な総合大学である。大学運営の
ための業務は多岐に亘るため、運営を円滑に行うことができるよう6名の理事が在職しており、以下の
業務の総括責任者として大学運営の重責を担っている。
◯企画・人事・総務・病院担当
◯教育・グローバル担当
◯研究・社会共創・イノベーション担当
◯広報・基金・情報・リスク管理担当
◯大学改革・デジタル化・評価担当
◯財務・施設・環境担当

その統括責任者としての理事の年間報酬額は、令和４年民間企業における役員報酬（給与）調査
によると、人数規模が同規模である民間企業の専務取締役の年間報酬額である49,043千円、常務
取締役の年間報酬額である35,057千円、あるいは事務次官の給与額23,235千円と比較した場合に
それより低い水準となっている。

こうした職務内容の特性や他の国立大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。

神戸大学は、堅固で柔軟性の高い自律的な研究教育経営基盤をベースに、全構成員の力を結集
して学術研究・教育の未来を切り拓くことを目指す約4,200人の職員及び約17,100人の学生が所属
する大規模な総合大学である。大学運営のための業務は多岐に亘るため、運営を円滑に行うことが
できるよう2名の理事（非常勤）が在職しており、外部の視点から大学運営の重責を担っている。

その理事（非常勤）の年間報酬額は、令和4年民間企業における役員報酬（給与）調査によると、人
数規模が同規模である民間企業の専務取締役の年間報酬額である49,043千円、常務取締役の年
間報酬額である35,057千円、あるいは事務次官の給与額23,235千円と比較した場合にそれより低い
水準となっている。

こうした職務内容の特性や他の国立大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。

本公表の学長及び理事の報酬水準で記載したとおり、本学は職員数約4,200人及び学生等数約
17,100人が所属する大規模総合大学である。その運営のための業務は教育、研究、医療、社会貢献
等多岐に亘っており、本学監事は、その業務全般について適正かつ効率的な監査業務を司ってお
り、その業務内容は、民間企業における社外取締役若しくは監査役と同等であると判断する。

本学監事の年間報酬額は、令和４年民間企業における役員報酬（給与）調査によると人数規模が
同規模である民間企業の取締役の年間報酬額である29,413千円と比較した場合にそれより低い水
準となっている。

こうした職務内容の特性や他の国立大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ
る。

神戸大学は、「学理と実際の調和」を建学の理念とし、「真摯・自由・協同」の精神に基づき、教育研
究の質のさらなる高度化を図り、国内外の多様な分野において先導的役割を果たす人材を育成する
ことを使命としており、学長のリーダーシップのもと、神戸大学長期ビジョンとして「先端研究・文理融
合研究で輝く卓越研究大学」へ進化することを目指している。

具体的には、社会科学分野・理系分野双方に強みを有する伝統と特色を生かし、文系・理系の枠
にとらわれない先端研究を推進し、他大学・研究機関とも連携して、新たな学術領域を開拓・展開す
る。同時に、学部と大学院のつながりを強化し、先端研究の臨場感のなかで学生が創造性と学識を
深めることを重視する。また、海外中核大学と共同研究や連携教育の重層的な交流を図り、世界各
地から優秀な人材が集まり、世界へ飛び出していくハブ・キャンパスとしての機能を飛躍的に高めるこ
とに取り組んでいる。

そうした中で、神戸大学の学長は、教職員数約4,200人及び学生等数約17,100人の法人の代表と
して、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の
職務を同時に担っている。

その責任者としての学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬59,202
千円、あるいは事務次官の年間給与額23,235千円と比較した場合にそれより低い水準となっている。

神戸大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
えて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言
え、これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬及び事務次官の年間給与額との比較を踏まえる
と、報酬水準は妥当であると考えられる。
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監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

４ 役員の退職手当の支給状況（令和5年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

3,194
（39,347）

2
(32)

11
(11)

R6.2.15 1

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業等との比
較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

理事C

理事D

理事E

理事F

監事B
（非常勤）

理事H
（非常勤）

理事B

理事G
（非常勤）

監事A

同上

法人の長

理事A

法人での在職期間
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

本学役員のうち、常勤の理事に支給する賞与について、前年度の業務実績に対する評価結果に基づき、翌
年度に支給する賞与の増額又は減額を行う運用を平成２８年度より開始した。（平成２９年度賞与から反映）

法人の長

理事A 該当なし

該当なし

該当なし

当該理事は、令和3年4月1日から令和6年2月15日までの2年11月間、大学改革・デジタル化・評価担当とし
て、国立大学経営改革促進事業の推進のため学内ICT（情報通信技術）基盤の強化、教育・研究・事務DX
を推進し、また、中期KPI総合管理、総合評価指標による評価体制の構築、内部質保証の体制整備等に尽
力した。

当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法
人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.0と決定した。

理事G
（非常勤）

理事B

理事C

理事F 該当なし

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると考え
る。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当なし

該当なし

該当なし

理事H
（非常勤）

監事A

監事B
（非常勤）

判断理由

該当なし

該当なし

理事D 該当なし

理事E
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Ⅱ 職員給与について

１ 職員給与についての基本方針に関する事項

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

③  給与制度の内容及び令和5年度における主な改定内容

国立大学法人神戸大学職員給与規程に則り、俸給及び諸手当等（俸給の調整額、管理職手当、初任
給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、義務教育等教員特別手当、
教職調整額、特定調整手当、職務付加手当、高度専門職手当、専門看護師等手当、看護職員処遇改
善一時金、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、
研究代表者等特別手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（俸給＋俸給の調整額＋扶養手当＋教職調整額＋地域手当
＋特定調整手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分の
122.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間にお
けるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋俸給の調整額＋教職調整額＋地域手当＋役職段階
別加算額＋管理職加算額）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得
た額としている。

なお、令和5年度における主な改定内容は以下のとおりである。
◯俸給月額の引上げ（平均改定率+0.96％）
○期末手当支給率の引上げ（年間0.05月分）
○勤勉手当支給率の引上げ（年間0.05月分）
○初任給調整手当の支給月額の限度額の引上げ（限度額50,800円→51,100円）

俸給月額
（昇格・降格）

昇格：①上位の級に決定される基準を満たす場合は、その基準に応じた
           級に昇格させることができる。

 ②勤務成績が優秀な職員は、その者が従事する職務に応じ、
           かつ、総合的な能力評価に基づき、１級上位の級に昇格させる
           ことができる。

降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に降格させることができる。

俸給月額
（昇 給）

１月１日に、同日前１年間における勤務成績に応じて５段階（Ａ～Ｅ）の区分を設
け昇給させることができる。

業績給
（基本年俸額）

１月１日に、前年度の年俸制適用教員活動評価に応じて５段階（ＳＳ～Ｃ）の区
分を設け、業績給の支給割合（140/100～60/100）を決定し、基本年俸額を改定
することができる。

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、国家公務員の給与水準など社会一般の情勢に適
合したものとなるよう定めていくこととしている。

職員の勤務成績等は、昇格及び昇給の実施並びに勤勉手当の成績率の決定に反映させている。
また、年俸制適用教員については、年俸制適用教員活動評価を行い、翌年度の業績給に反映させて

いる。

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

基準日（６月１日、１２月１日）以前６か月以内の期間における勤務成績に応じて
決定される成績率（支給割合）に基づき支給する。
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,464 43.7 7,135 5,177 143 1,958
人 歳 千円 千円 千円 千円

662 43.7 5,854 4,280 177 1,574
人 歳 千円 千円 千円 千円

785 52.1 9,985 7,137 161 2,848
人 歳 千円 千円 千円 千円

637 35.3 5,647 4,161 85 1,486
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 42.3 7,452 5,390 146 2,062
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

57 42.5 7,801 5,722 136 2,079
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 41.1 7,457 5,517 178 1,940
人 歳 千円 千円 千円 千円

227 38.2 5,726 4,206 138 1,520
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

65 46.5 4,502 3,341 143 1,161
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 45.8 7,520 5,634 137 1,886

人 歳 千円 千円 千円 千円

37 62.8 4,253 3,581 194 672
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 62.8 4,239 3,569 201 670
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 62.3 4,364 3,679 138 685
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

総額

技能・労務職種

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

事務・技術

教育職種
（大学教員）

海技職種

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

政策研究職員

教育職種
（附属高校教員）

区分

技能・労務職種

海事職種

うち賞与うち所定内平均年齢
令和5年度の年間給与額（平均）

常勤職員

教育職種
（附属義務教育学校教員）

準正規職員

海技職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

再任用職員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

62 33.5 3,456 3,299 79 157
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 48.9 3,550 2,681 153 869
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.8 5,749 4,531 173 1,218
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 30.8 3,311 3,311 64 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：在外職員及び任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注３：常勤職員の医療職種（病院医師）、再任用職員の教育職種（大学教員）、医療職種（病院医師）、海事職種、

教育職種（附属高校教員）、医療職種（病院医療技術職員）、準正規職員、政策研究職員、

非常勤職員の技術・労務職種、医療職種（病院看護師）、医療職種（病院医療技術職員）は該当者がいないため省略した。

注４：「技能・労務職種」とは、自動車運転手、汽かん士、調理員等をいう。

「海事職種」とは、船舶の船長、機関長、航海士、機関士の業務を行う職種を示す。

「海技職種」とは、船舶の乗組員の業務を行う職種を示す。

「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。

「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。

「政策研究職員」とは、高度な専門知識、経験等に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、

 政策の企画及び立案の業務に従事するものをいう。

注５：常勤職員の技能・労務職種、海技職種、その他医療職種（看護師）、再任用職員の技能・労務職種、海技職種、

教育職種（附属義務教育学校教員）、その他医療職種（看護師）は該当者が２人以下のため、

当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

281 45.6 8,507 6,428 141 2,079
人 歳 千円 千円 千円 千円

281 45.6 8,507 6,428 141 2,079
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

229 47.0 7,219 7,219 153 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

180 46.6 7,721 7,721 138 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 48.5 5,378 5,378 209 0

注１：在外職員、再任用職員及び非常勤職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注２：常勤職員の政策研究職員、任期付職員の教育職種（大学教員）、政策研究職員は該当者がいないため省略した。

注３：「特命教員」とは、国内外の特に優れた能力又は高度の専門的な技能又は資格を有し、寄附金等の特定の経費により、

 期間を定め、年俸により雇用される者であって、大学が定める特定の事項について教育・研究に従事するもので、特命

 教授、特命准教授、特命講師及び特命助教をいう。

「特命専門職」とは、国内外の特に優れた能力又は高度の専門的な技能又は資格を有し、寄付金等の特定の経費により、

 期間を定め、年俸により雇用される者で、国立大学法人神戸大学事務組織規則に規定する事務組織等において、高度の

 専門的な知識又は優れた見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事するものをいう。

「政策研究職員」とは、高度な専門知識、経験等に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び

 立案の業務に従事するものをいう。

注４：常勤職員の特命教員は該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分

以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

医療職種
（病院医師）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

令和5年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

人員 平均年齢区分

特命専門職

教育職種
（大学教員）

特命教員

任期付職員

特命教員
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②

 注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

 注２：年齢20～23歳の該当者は2人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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 注２：年齢20～23歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
 年間給与については表示していない。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 6 57.8 9,762 10,942 ～ 8,578

課長 36 54.1 8,543 9,115 ～ 6,999

課長補佐 67 50.6 7,239 7,902 ～ 6,444

係長 194 46.1 6,438 7,617 ～ 4,845

主任 117 40.8 5,648 7,399 ～ 4,279

係員 242 39.3 4,120 6,069 ～ 3,271

注：「部長」には「次長」を含み、「課長」には「事務長」及び「室長（課長相当）」を含み、

「課長補佐」には「事務長補佐」、「専門員」及び「室長（課長補佐相当）」を含み、

「係長」には「専門職員」を含む。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円 千円 千円

教授 400 55.6 10,974 14,541 ～ 8,136

准教授 238 49.9 9,167 10,347 ～ 6,629

講師 54 48.0 8,443 9,365 ～ 6,783

助教 91 44.6 7,374 8,733 ～ 6,003

助手 2 60.5 6,922

平均年齢分布状況を示すグループ

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）
人員

年間給与額

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

注 ：助手の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
 年間給与の最高額及び最低額は記載していない。

0

50

100

150

200

250

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千

人
千円

11



（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1

副看護部長 5 50.1 8,045 8,800 ～ 7,403

看護師長 28 47.4 7,255 7,843 ～ 6,441

副看護師長 60 47.3 6,718 7,639 ～ 5,424

看護師 543 33.2 5,318 7,265 ～ 4,200

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

49.1 49.0 49.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.9 51.0 51.0

％ ％ ％

         最高～最低 54.3～45.5 55.9～45.7 55.1～45.6

％ ％ ％

54.4 54.2 54.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 45.8 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 47.8～41.5 47.9～41.9 47.9～41.7

（教育職種（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

49.4 46.6 47.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.6 53.4 52.1

％ ％ ％

         最高～最低 56.3～44.4 70.3～45.0 61.5～45.0

％ ％ ％

54.4 54.1 54.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 45.9 45.8

％ ％ ％

         最高～最低 57.3～0.0 71.2～0.0 62.9～0.0

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

54.7 54.4 54.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.3 45.6 45.5

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～41.6 51.8～41.9 49.4～41.9

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が特定される

     おそれのあることから記載していない。

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和5年度）における査定部分の比率
（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

注１ ：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
平均年齢及び年間給与額は記載していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

２ ５人
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 82.2

・年齢・地域勘案 85.8

・年齢・学歴勘案 81.1

・年齢・地域・学歴勘案 85.4

（参考）対他法人 95.0

講ずる措置

項目

給与水準の妥当性の
検証

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

内容

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 24.8％】
（国からの財政支出額 22,162百万円、支出予算の総額 89,434百万円：令和5

年度予算）
【累積欠損額 0円（令和5年度決算）】
【管理職の割合 6.3％ （常勤職員数662名中42名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 80.1％ （常勤職員数662名中530名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 22.5％】

（支出総額 91,065百万円、給与・報酬等支給総額 20,447百万円：令和5年度決
算）

【法人の検証結果】
本学の事務･技術職員に係る給与水準は、以下の理由により適正なものであると

判断できる。
・国からの財政支出割合が50%を超えておらず、累積欠損額も0円であること
・本学は、地域手当の支給割合が12.0%及び大学卒の従事割合が80.1%となってお
り、国家公務員の大卒従事割合62.9%より高い水準であるにもかかわらず、国家公
務員に対する指数が82.2%となっており、国より低い水準となっていること
・職員の平均年齢（43.7歳）は、令和5年国家公務員給与等実態調査による行政職
(一)の平均年齢（42.4歳）とほぼ同様であること
・事務・技術職員に占める課長以上の管理職の割合は約6.3％と、国家公務員行政
職（一）６級以上の割合約16.8％と比較しても低い水準となっていること
・給与額については、職種別職員民間給与実態調査によると職員数が同等である
民間企業と比較しても低い水準となっていること

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給
与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と
比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果
たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25
年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準
を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が
執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

 今後も適切な給与水準の維持に努めたい。

－
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 106.2

・年齢・地域勘案 106.0

・年齢・学歴勘案 106.5

・年齢・地域・学歴勘案 106.2

（参考）対他法人 105.9

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 101.3

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和5年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

地域手当12％地域に所在していること及び令和5年国家公務員給与等実態調査
の「適用俸給表別、性別、最終学歴別人員」の医療職俸給表（三）によると、最終学
歴が大卒以上8.1％、短大卒89.9％、高校卒2.0％であるのに対し、本学は大卒以
上74.6％、短大卒25.4％、高校卒0％であり、国と比べて初任給決定基準学歴が高
いこと、また同調査の「適用俸給表別、級別（最終学歴別）人員」の医療職俸給表
（三）によると、1級（准看護師）の構成割合が2.4％であるのに対し、本学は0％であ
ること等が影響していると考える。

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 24.8％】
（国からの財政支出額 22,162百万円、支出予算の総額 89,434百万円：令和5

年度予算）
【累積欠損額 0円（令和5年度決算）】
【管理職の割合 0.2％ （常勤職員数637名中1名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 74.6％ （常勤職員数637名中475名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 22.5％】

（支出総額 91,065百万円、給与・報酬等支給総額 20,447百万円：令和5年度決
算）

【法人の検証結果】
本学の医療職員（病院看護師）に係る給与水準は、以下の理由により適正なもの

であると判断できる。
・国からの財政支出割合が50%を超えておらず、累積欠損額も0円であること
・本学に所属する看護師には、12.0%の地域手当が支給されていること
・本学医学部附属病院は、特定機能病院として交互先端医療の提供を通じ、社会
へ貢献することを使命としており、看護師に対しても高い知識を求めるため大学卒
の割合が国家公務員の看護師より高くなっていること

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給
与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と
比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果
たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25
年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準
を設定しており、対国家公務員指数が全て100を上回っていることについての理由
の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、国と職員構成が異なること等を考
慮すると、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定
に努めていただきたい。

講ずる措置  今後も適切な給与水準の維持に努めたい。

14



４ モデル給与

事務・技術職員

 （扶養親族がいない場合）

○ ２２歳 （大卒初任給）

月額 196,200円 年間給与 3,295,000円

○ ３５歳 （主任）

月額 317,296円 年間給与 5,325,000円

○ ５０歳 （課長補佐）

月額 415,408円 年間給与 7,067,000円

教育職員（大学教員）

 （扶養親族がいない場合）

○ ２７歳 （助教、博士修了初任給）

月額 301,800円 年間給与 5,067,000円

○ ３５歳 （講師）

月額 399,728円 年間給与 6,795,000円

○ ５０歳 （教授）

月額 574,448円 年間給与 9,882,000円

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 6,500円、子１人につき 10,000円又は15,000円）を
支給。

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 3,500円又は6,500円、子１人につき 10,000円
又は15,000円）を支給。

注１：月額には、俸給月額、地域手当を含み、年間給与には期末・勤勉手当も含める。
注２：22歳及び27歳の月額には地域手当は含めていない。また、年間給与に含まれる期末・勤勉手当に

ついても、卒後すぐに採用した職員を想定しているため、6月期に支給される期末・勤勉手当については、
期間率を割り引いて算出している。

本学職員の俸給及び期末･勤勉手当については、年俸制適用職員を除き、業績給の仕組みは未導
入である。

ただし、本学で実施している教員活動評価及び人事評価制度の結果を、昇格、上位昇給該当者の選
考及び勤勉手当における成績率の優秀者等への選考の参考としており、引き続き実施していく。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注1： 中期目標期間の開始年度から当年度分までを記載する。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ その他

区 分

給与、報酬等支給総額

20,526,403 20,447,515

非常勤役職員等給与

14,068,193 14,965,909

退職手当支給額

1,357,445 1,782,116

令和5年度の事務・技術職及び医療職（看護師等）の職員の定年年齢は60歳である。令和6年度から
定年年齢の段階的引上げを実施し、令和13年度には65歳とする。

大学教員の定年年齢は、65歳である。

注2： 「給与、報酬等支給総額」においては、受託研究費等により雇用される職員に係る費用等を含んで
       いるため、財務諸表附属明細書の「（18）役員及び教職員の給与の明細」における常勤の合計額と
       一致しない。

注3： 「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上
        している。

注4： 「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費等により雇用される職員に係る費用及び人材派遣
契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「（18）役員及び教職員の給与の明細」

       における非常勤の合計額と一致しない。

注5： 各区分について千円未満切り捨てとして記載しているため、「最広義人件費」と他区分の合計額は
        必ずしも一致しない。

①令和5年度の「給与、報酬等支給総額 の78,887千円（0.4％）減の主な要因として、教員数が減少し
たことが考えられる。

②令和5年度の「退職手当支給額」の424,670千円（31.3％）増の主な要因として、前年度は役員の退職
がなかったところ令和5年は1名の退職があったこと、また定年退職者が前年度と比較して増加したことに
伴う増額が考えられる。

③令和5年度の「非常勤役職員給与」の897,715千円（6.4％）増の主な要因として、外部資金等により雇
用する職員が増えたことに伴う増額が考えられる。

④令和5年度の「福利厚生費 の264,095千円（4.9％）増の主な要因として、外部資金等により雇用する
職員数が増えたこと、及び、労働保険料の負担率の引上げに伴う増額が考えられる。

⑤上記①～④の要因により、令和5年度においては対前年度比1,507,595千円（3.6％）の増となった。

最広義人件費

41,380,788 42,888,383

福利厚生費

5,428,745 5,692,841
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